
議 案 第 １０ 号 

 

松戸市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一 

部を改正する条例の制定について 

 

松戸市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例を別紙のように定める。 

平成２２年６月１８日提出 

 

松戸市長 川 井 敏 久 

 

 

提  案  理  由 

 

松戸都市計画みのり台駅南地区地区計画の地区整備計画区域をこの条例の適

用区域とし、建築物等の用途制限及び建築物の位置の制限を設けるため。 



松戸市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一 

部を改正する条例 

 

松戸市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成５年松戸

市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

別表第１に次のように加える。 

松戸都市計画みのり台駅南地区地区計画 

別表第２に次のように加える。 

松 戸

都 市

計 画

み の

り 台

駅 南

地 区

地 区

計 画  

駅 前

地 区 

⑴  １階部分を住宅、

共同住宅、寄宿舎又

は下宿の用に供する

もの 

⑵  倉庫業を営む倉庫 

⑶  法別表第２（に）

項第２号及び第６号

並びに（ほ）項第２

号に掲げるもの 

⑷  風俗営業等の規制

及び業務の適正化等

に関する法律第２条

第５項に規定する営

業を営む施設 

 １ 号 壁 面 線

に 面 す る 部 

分 で 、 歩 道

部 分 の 路 面

の 中 心 か ら

の 高 さ が ３

メ ー ト ル 未

満 の 部 分 に

あ っ て は

3.5 メ ー ト

ル 。 た だ

し 、 当 該 高

さ が ３ メ ー

ト ル 以 上 の

部 分 に あ っ

て は 0.5 メ

ー ト ル 

 ⑴  構 造

耐 力 上

主 要 な

柱 で 通

行 上 支

障 の な

い 位 置

に あ る

も の  

⑵  １ 号

壁 面 線

に 面 す

る 部 分

で 、 歩

道 部 分

の 路 面

の 中 心

か ら の

高 さ が

2.5 メ

ー ト ル

以 上 の

部 分 に

設 置 す

る 出 窓  

「 １

号 壁 面

線 」 と

は 、 松

戸 都 市

計 画 み

の り 台

駅 南 地

区 地 区

計 画 の

地 区 整

備 計 画

に お い

て １ 号

壁 面 線

と し て

定 め ら

れ た 壁

面 線 を

い う 。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


